
令和４年度 観光地域づくりアドバイザー業務委託 仕様書 

 

１ 委託事業名 

  令和４年度 観光地域づくりアドバイザー業務 

 

２ 目的 

  本事業では、県及び一般社団法人佐賀県観光連盟（以下「当連盟」という。）が主体

となり継続的な観光地域の活性化による観光地域づくりを目指すため、その中核を担う

人材の育成に必要なスキル・ノウハウ等の修得に取り組むとともに、地域が直面する観

光推進に係る課題へのアドバイスを行うことで本県の観光振興を図る。 

 

３ 事業委託期間 

  契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

 

４ 委託業務内容 

 (１) 本県が旅行の目的地として選ばれるために必要な観光地域経営に係るスキル・ノ

ウハウを対象となる参加者へ修得させ、観光地域づくりに能動的に取り組む意欲的

な人材を育成すること。 

 (２) 本県及び当連盟が取得する観光データや委託事業者の持つデータを基に、佐賀県

独自の観光データの集積、分析、活用方法等のマーケティングに関するアドバイス

等の支援を行うこと。 

 (３) 県内各市町が行う観光地域づくりに関わる課題に対し支援を求められた場合は当

連盟職員と共にアドバイス等の支援を行うこと。 

  上記(１)から(３)の手法については、企画提案書で提案し、上記に記載のない内容で

あっても必要と思われる取組の提案や独自の提案があれば記載すること。 

 ※ アドバイス等業務については、必要性に応じてオンラインでの実施も可とする。 

 

５ 参加対象者 

 (１) 当連盟職員及び県観光課職員の中で希望するもの（10 人程度を想定） 

 (２) 県内各市町観光協会職員及び観光主管課の中で希望するもの（10 人程度を想定） 

 

６ 業務の報告 



 (１) 事業終了後、事業の全体概要及び以下をまとめて業務報告書として翌月 15 日又

は、令和５年３月 31 日までのいずれか早い期日までに３部提出すること。 

また、必要に応じて進捗状況の報告を行うこと。 

    ア 支援業務の活動実績総括表 

    イ 活動日ごとの実績を記載した業務日誌 

(２) その他必要に応じて参考資料等を提出すること。 

(３) 業務報告書等については、以下に提出すること。 

    一般社団法人佐賀県観光連盟 経営・地域支援部 

    〒840-0041 佐賀県佐賀市城内一丁目１番 59 号 佐賀県庁新館６階 

 

７ その他 

(１) 個人情報の保護 

ア 受託者は、受託業務を遂行するための個人情報の取扱について、別記「個人情報

取扱業務委託契約特記事項」を遵守しなければならない。 

イ 受託者は、受託業務の全部又は一部を第三者に再委託し、又は請け負わせる場合

は、当該受託者に対して、特記事項を遵守させなければならない。 

(２) 守秘義務 

ア 受託者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の

利益のために利用することはできない。 

また、委託業務終了後も同様とする。 

(３) 知的財産権の取扱 

本業務の実施のために必要となった受託者又は第三者が従前から有する知的財産

権については、当該権利の利用により事業の実施に支障のないよう、受託者が確認

しなければならない。 

書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が生じた場合は、受託者の責任

により対処すること。 

(４) 業務の一括再委託の禁止 

    受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせること

はできない。 

ただし、業務を効果的に行う上で必要な業務については、書面により発注者の承

諾を得て、業務の一部を委託することができる。 



 

８ 委託上限額 

  6,000,000 円（消費税額及び地方消費税額 545,455 円を含む。） 

 

９ 委託料の支払い 

  完了払 

 

10 特記事項 

本仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑義が生じたときは、受託者と当連

盟と協議の上、決定する。 


